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河南町入札参加業者資格審査要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、町が発注する建設工事、地質調査、測量、設計監理等

及び物品買入等の入札に参加することができる者の資格（以下「入札参加

資格」という。）及び入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）に

ついて必要な事項を定める。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 提出要綱  河南町一般競争（指名競争）参加資格審査申請書提出要

綱（平成１８年河南町告示第１０５号）をいう。  

(2) 入札参加申請者  提出要綱第１条の規定により一般競争（指名競

争）参加資格審査申請書（以下「審査申請書」という。）を提出した

者をいう。  

(3) 経営事項審査  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」

という。）第２７条の２３第１項に規定する経営に関する客観的事項に

ついての審査をいう。  

(4) 資格審査会  河南町入札参加業者資格審査会規程（平成１７年河南

町規程第５号）第１条に規定する河南町入札参加業者資格審査会をい

う。  

(5) 資格審査  資格審査会が行う入札参加資格の審査をいう。  

(6) 町内業者  第６条の基準日において河南町内に営業所（建設工事

にあっては法第３条第１項に規定する営業所をいう。以下同じ。）を

有し、かつ、法人にあっては、その営業所が商業登記簿に記載されて

いるものをいい、個人にあっては、その代表者が河南町の住民基本台

帳又は外国人登録原票に記載又は登録されている者をいう。  

(7) 町内本店業者  町内業者のうち、本町と契約する営業所が本店で

あるものをいう。  

(8) 町内支店業者  町内業者のうち、町内本店業者以外の者をいう。  
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(9) 町外業者  入札参加を認められる者（以下「有資格業者」という。

以下同じ。）のうち、町内業者以外の者をいう。  

(10) 暴力団員  河南町暴力団排除条例（平成２５年河南町条例第２１号。

以下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。  

(11) 暴力団密接関係者  条例第２条第３号に規定する者をいう。  

（入札参加資格の制限）  

第３条  町長は、入札参加申請者のうち次の各号のいずれかに該当する者に

ついては、入札に参加する資格を与えないものとする。  

(1) 成年被後見人又は被保佐人若しくは被補助人等契約を締結する能力

を有しない者  

(2) 破産者で復権を得ない者  

(3) 次に掲げる税に未納の額がある者  

ア  法人税（個人事業所の場合にあっては所得税）、消費税及び地方消

費税  

イ  府内の本店又は支店で契約をしようとする者にあっては法人事業

税（個人事業所の場合にあっては個人事業税）  

ウ  河南町内の本店又は支店で契約しようとする者にあっては、町税  

(4) 営業について免許、許可又は登録を要する業務で、当該免許、許可

又は登録を受けていない者  

(5)  河南町暴力団排除条例施行規則（平成２５年河南町規則第３７号）

第３条第５号アからエに規定する者が、暴力団員又は暴力団密接関係者

である者  

(6) 審査申請書の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は重要な事

項について記載をしなかった者  

(7) 経営事項審査の結果において年平均完成工事高合計額のない者  

(8）  建設工事の入札参加申請者のうち、次に掲げる保険（以下「社会保

険」という。）に事業主として加入していない者。ただし、社会保険に

ついて各法令で適用が除外されている者を除く。  

ア  雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険  

イ  健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険  
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ウ  厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金保  

険  

（資格審査の時期）  

第４条  資格審査は、３会計年度ごとに行うものとする。ただし、提出要綱

第２条各号に定める追加提出を認めた時にあっては、資格審査を行わない

会計年度においても、これを行うことができる。  

（資格審査）  

第５条  町長は、入札参加申請者について、資格審査会の審査に付したうえ、

有資格業者を決定し、その者を有資格業者名簿に登載するものとする。  

２  前項の名簿は、建設工事にあっては様式第１号、地質調査、測量、設計

監理等については様式第２号、物品買入等については様式第３号とする。 

（町内業者の基準日及び取り扱い）  

第６条  第２条第６号に規定する基準日は、毎年の審査申請書の提出期間の

末日とする。  

２  町内業者としての要件を欠いた場合は、その時点から町外業者として取

り扱う。  

３  町内支店業者が町内本店業者としての要件を満たした場合の取り扱い

については、第１項の規定を準用する。  

４  町内本店業者がその要件を欠き町内支店業者となった場合、その時点か

ら町内支店業者して取り扱う。  

（業種及び等級）  

第７条  建設工事における有資格業者については、法別表第１の上欄に掲げ

る建設工事の区分により、等級Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのいずれかに格付けを

行うものとする。  

（格付け）  

第８条  町長は、提出要綱第２条第１項に定める建設工事の提出年 (同条た

だし書きの追加提出を認めた場合は当該追加提出年を含む。 )において提

出された審査申請書のうち、建設工事の有資格業者について、資格審査会

の審査に付したうえ、格付けを決定するものとする。  

２  町内業者については、前項の規定にかかわらず毎年度格付けを行う。  
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（格付け基準）  

第９条  格付けは、提出要綱第２条に定める提出期間の最終日に受付済の経

営事項審査の結果の総合評定値（審査基準日が申請書の提出最終日前１年

７月以内のもののうち、直近のものとする。以下「総合評定値」という。）

を等級評点とし、別表に掲げる基準に基づき行う。ただし、町内本店業者

については、当該総合評定値に５０点を加算したものを等級評点とする。 

２  共同企業体の格付けは、「中小企業の振興について」 (建設事務次官通

達昭和 37 年 11 月 27 日付け建設省発計第 79 号 )の別紙２「共同企業体の

資格審査要領」中「２客観的事項の審査」により算定した点数を等級評点

として、別表により行う。ただし、共同企業体の等級評点については、前

項ただし書の規定は適用しないものとする。  

３  格付けは、有資格業者が第１希望及び第２希望としている工事について

行う。ただし、町内業者の格付けについては、第１希望から第７希望とし

ている工事について行うことができる。  

（格付け等の通知）  

第 10 条  町長は、入札参加申請者から様式第４号により請求があるときは、

第８条の規定による格付け結果を様式第５号により通知するものとする。 

２  町長は、第５条第１項の審査の結果、有資格業者名簿に登載しないこと

を決定した入札参加申請者に対しては、その理由を付して様式第６号によ

り通知するものとする。  

（格付けの変更等）  

第 11条  町長は、特に格付けの調整の必要を認めたときは、格付けを変更す

ることができる。  

２  町長は、町内本店業者がその要件を欠いたときは、格付けを変更するこ

とができる。  

３  町長は、請負契約を履行しない有資格業者、経営状況が特に悪い有資格

業者を失格又は降級することができる。  

４  町長は、審査申請書等の重要な事項について虚偽の記載をした入札参加

申請者又は有資格業者を失格又は降級することができる。  

５  前２項の規定により格付けの変更等を行ったときは、様式第６号により
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その旨を通知するものとする。  

（総合評定値の更新）  

第 12 条  有資格業者のうち格付けを有する者は、新たに総合評定値の通知

を受けた時は、遅滞なくその写しを町長に提出しなければならない。  

（資格の承継及び再審査）  

第 13条  町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当し、入札参加資格

承継承認申請書の提出があったときは、資格審査会の審査に付したうえ、

別に定めるところにより承継を承認することができる。ただし、第１号に

該当する場合は、第３条及び第５条から第９条の規定を適用し、第２号に

該当する場合は、第３条の規定を適用する。  

(1) 有資格業者の法人が合併、分割又は営業譲渡したとき  

(2) 有資格業者の個人が死亡したとき  

２  前項ただし書による適用については、第８条中「提出要綱第 2条第 1項に

定める建設工事の提出年 (同条ただし書きの追加提出を認めた場合は当該

追加提出年を含む。 )において提出された審査申請書のうち、建設工事の

有資格業者」を「入札参加資格承継承認申請書の提出のあった者」と、第

９条中「提出要綱第２条に定める提出期間の最終日」を「入札参加資格承

継承認申請書の提出時」と読み替えるものとする。  

３  第１項の資格審査は、第４条の規定にかかわらず、随時行うことができ

る。  

第 14 条  この要綱に定めるものの他、必要な事項については町長がその都

度定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は公布の日から施行する。（平成２２年１月４日告示第１号） 

（経過措置）  

２  この要綱の施行前に、既に有資格業者名簿に登載されている者の取扱

については、なお従前の例による。  

附  則  

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。  
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附  則  

この要綱は、平成３１年３月２２日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。  
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別表  

法別表第 1 の上欄に掲げる建設工事で建築工事一式を除いたもの  

等   級  等級評点  

Ａ  1281 以上  

Ｂ  991～ 1280 

Ｃ  691～ 990 

Ｄ  611～ 690 

Ｅ  610 以下  

 

 建築工事一式  

等   級  等級評点  

Ａ  1331 以上  

Ｂ  951～ 1330 

Ｃ  691～ 950 

Ｄ  611～ 690 

Ｅ  610 以下  

 

 

 

 

 

 


